
事件等 報酬の種類

法律相談 一般法律相談料

書面による鑑定 鑑定料

事件の経済的な利益の額が

３００万円以下の場合 ８ ％

３００万円を超え３０００万円以下の場合 ５ ％ ＋ ９万円

３０００万円を超え３億円以下の場合 ３ ％ ＋ ６９万円

３億円を超える場合 ２ ％ ＋ ３６９万円

※　事件の内容により、３０％の範囲内で増減額することができる。

※　着手金の最低額は１０万円

事件の経済的な利益の額が

３００万円以下の場合 １６ ％

３００万円を超え３０００万円以下の場合 １０ ％ ＋ １８万円

３０００万円を超え３億円以下の場合 ６ ％ ＋ １３８万円

３億円を超える場合 ４ ％ ＋ ７３８万円

※　事件の内容により、３０％の範囲内で増減額することができる。

訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を３分の２に減額することができる。

※ 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、

訴訟事件の額の２分の１

※　着手金の最低額は１０万円

事件の経済的な利益の額が

３００万円以下の場合 ２ ％

３００万円を超え３０００万円以下の場合 １ ％ ＋ ３万円

３０００万円を超え３億円以下の場合 ０．５ ％ ＋ １８万円

３億円を超える場合 ０．３ ％ ＋ ７８万円

※　事件の内容により、３０％の範囲内で増減額することができる。

※　着手金の最低額は１０万円

事件の経済的な利益の額が

３００万円以下の場合 ４ ％

３００万円を超え３０００万円以下の場合 ２ ％ ＋ ６万円

３０００万円を超え３億円以下の場合 １ ％ ＋ ３６万円

３億円を超える場合 ０．６ ％ ＋ １５６万円

※　事件の内容により、３０％の範囲内で増減額することができる。

報酬の種類 区分

事業者の顧問料

非事業者の顧問料

半日

１日

顧問料

日当

弁護士報酬の額

月額５万円以上

３万円以上５万円以下

年額６万円（月額５０００円）以上

５万円以上１０万円以下

着手金

報酬金

訴訟事件

弁護士報酬の額

３０分ごとに５０００円から２万５０００円の範囲内の額

複雑・特殊でないときは１０万円から３０万円の範囲内の額

調停および示談交渉事件 着手金および報酬金

着手金

報酬金

契約締結交渉
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